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「病気」で会社から休職を命じられたら？
　家庭の事情など仕事とは関係ない理由でうつ病となり、これまで通り職務を続けていくのが難しくなるケースがあります。本人は働ける
と思っていても、会社が休むように言ってきた場合、どうすればいいでしょうか。

　法律にはいわゆる私傷病休職に関する規定がなく、多くの会社は就業規則で独自に規定を作っています。こればで通り働けなくなったか
らといって、すぐに解雇せず、一定の治療期間を与えて再び働いてもらえるようにするのが、労働者にとっても会社にとっても有益です。
私傷病休職規定は解雇猶予規定と言われることもありますが、規定があるのをいいことに会社がむやみに労働者に休職命令を出すことは許
されません。

　建築工事の現場監督を長年していた原告が甲状腺ホルモンが過剰に分泌されるバセドー病のため配置転換を求めたら、４カ月の自宅療養
を命じられ、その間の賃金が不払いだったという事例がありました。現場監督は職種限定の採用ではなく、入社後にたまたま就いたにすぎ
ません。負担の軽い仕事なら可能と申し出たのに、会社は拒絶し、休職を命じたのです。

　最高裁判決は、現場監督ができないまでも他の業務ができるなら、傷病休職を命じる前に軽い仕事を検討すべきだとしました。軽い仕事
を検討すべきだとしました。軽い仕事とはいえ、ベテランが新人のような仕事でいいかというと、それは極端。経験や能力、会社の規模な
どに見合った範囲で判断されることになるでしょう。うつ病ならば、残業の免除など業務量を調整してもらう方法もあります。

　会社の休職命令が適切かどうかの判断では、病気の程度が重要。その資料として通常は医師の診断書が欠かせません。受診や医師の選定
などは原則として労働者の自由ですが、会社が健康状態を把握しようとするのに、正当な理由なく協力しない場合は解雇となる可能性があ
ります。診断書の内容に疑問を抱く合理的な理由があれば、会社指定の医師に受診すべきだと判断した裁判例もあります。

　うつ病でも休まずに仕事を続けられると主張したいのであれば、症状を正確に会社に理解してもらえる診断書を提出した上で、業務量の
調整やストレスの少ない部署への異動などを話し合うべきでしょう。

●ここがツボ●
・むやみに労働者への休職命令を出すことは許されない
・会社は休職を命じる前、負担が軽い仕事への変更検討
・医師の診断書などを求められた場合はきちんと応じる
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